
第 8章　広域火災の現象

8・1　広域火災の特徴

8・1・1　市街地火災と林野火災

通常の消防力を上回るほどに発展した火災をここでは広域火災とよぶ．これは，大火と同

義であるが，いわゆる市街地大火のほかに広域の林野火災も含めて広域火災とする．林野の

場合には，もともと人のいない地域で発生する火災で，発見が遅れ，消火作業開始にも時間

を要することなどから，乾燥期には消防力を上回る規模の火災に発展し，数日にわたって燃

え続けるような事態になる．市街地では，火災が発生しても小規模な段階で消火されること

が原則であり，市街地が広域にわたって延焼するような火災は例外的な災害といえる．この

ような例外的事態に至る原因としては，強風時の火災，地震時の火災，戦災などの人為的火

災，その他が考えられる．

江戸の大火など日本の代表的な広域市街地火災は大部分が強風大火である．強風時には，

飛び火が卓越し，同時多発の火災と同様な状況になり，消防力が追いつかなくなって広域に

拡大してしまうことが特徴であるが，近年では，消防の能力が向上しており，また，藁葺

き，板葺きなどの可燃性の屋根が少なくなっているため，強風大火が発生する危険性は極め

て少なくなったといえる．

地震火災は，様々な出火原因があるが，地震直後に消防力を上回る多数の火災が発生する

場合，地震時の交通混乱や水利の不足のため消防が効果を発揮できない場合に広域火災に発

展してしまう危険性がある．日本のほとんどの都市は大規模な木造密集地帯を抱えており，

同時に，地震の危険性が高い都市が多いから，このタイプの広域火災が発生する危険性は低

いとはいえない．1995（平成 7）年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）の火災では，約

65 ha，7, 000棟を焼失したのであるが，風が弱かったため，延焼速度が低く，飛び火による

拡大も限られていた．1923（大正 12）年関東大地震（関東大震災）のように強風下で地震

火災が発生すると，都市の木造密集地域がほとんど焼失してしまうような大規模広域市街地

火災になる危険性も皆無とはいえない．

2011（平成 23）年の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では，東日本を中心に多数

の火災が発生した．比較的風は弱く，沿岸部を除いては大規模に延焼拡大する火災は発生し

ていないが，この地震での広域火災の一つの形態として，地震によって引き起こされた津波

が原因となる火災が多数発生し，大規模延焼火災も見られた．1993（平成 5）年に発生した

北海道南西沖地震の際にもこの形態の火災が発生している．津波を原因としない地震動によ

る火災は広域火災には至っていないが，出火は多数にのぼり地震後の出火抑制に依然課題が

残っているといえる．

戦時の焼夷弾などによる火災は意図的に引き起こされるものであり，第二次大戦の東京大

空襲火災のように，都市全体を焼き尽くすような大規模な広域市街地火災に発展する危険が

ある．

広域市街地火災につながるその他の要因としては，火山の噴火によるものが考えられる．

1914（大正 3）年の桜島噴火では 2, 148棟を焼失している．1991（平成 3）年の雲仙普賢岳

の噴火では，広域市街地火災には成らなかったが，火砕流による火災が発生している．海外

の事例としては，1902（明治 35）年にマルチニック島のペレー火山の火砕流が人口 28, 000
人のサンピエールの町を焼き尽くした記録がある．

図 8・1は明治以降の地震時以外の広域市街地火災の発生状況であり，大部分がいわゆる強

風大火に属する．明治時代から大正にかけては，群発大火の様相を見せているが，1876～

85（明治 9～ 18）年の 10年間は東京の大火が多く，東京だけで 10年間に 15の大火が発生

している．これに対して，明治末期のピークは主として地方都市の大火であり，東京だけ

は，新たに導入された消防装備で何とか対策を講じたものの，産業振興の波に乗って成長

してきた地方都市までは対策が行き届かなかったということであろうか．3つ目のピークは

戦後の復興期であるが，1947（昭和 22）年の飯田市の火災で 3, 742棟，1949（昭和 24）年

の能代市の火災で 2, 238棟，1952（昭和 27）年の鳥取市の火災で 7, 240棟，1954（昭和 29）
年の北海道岩内町で 3, 299棟を焼失した他に，1, 000棟以上を焼失する火災 5件を含み，10
年間に合計 23件の大火が発生している．戦後の混乱期でバラック建築が無秩序に建てられ

たことと消防体制の復興が遅れたことが，主要な要因である．この種の広域火災は，図 8・
1に示すように，1965（昭和 40）年以降になると減少し，消防力の充実した近代都市では起

こりえない災害と考えられるに至ったのであるが，1976（昭和 51）年に発生した山形県酒

田市の火災は，この種の危険性が皆無ではないことを示した．また，酒田市の火災から約

40年を経た 2016（平成 28）年には新潟県糸魚川市で 147棟，約 30, 412 m2 を焼損する大規

模火災が発生した．平常時市街地火災は発生しないのではないかという予想が誤りであるこ

とを裏付ける結果となった．

図 8・2は，明治以降に発生した地震による広域市街地火災を示すものであるが，図 8・2か

ら明らかなように，東北地方太平洋沖地震を除けば焼失棟数が，300棟以下のケースと 2, 000
棟以上のケースだけが存在し，中間的規模のケースが無い．これは，偶然の結果とも考えら

れるが，多数の出火点に対し消防力が機能しなかったケースには大規模な焼損になるという

地震災害のメカニズムを表しているとみることもできる．北海道南西沖地震のケースは被災

地が集落規模の小さい離島であったために，焼失棟数が 300棟以下にとどまったが，兵庫県

南部地震では約 7, 000棟の焼失があり，大都市が強い地震に見舞われるケースでは，2, 000
棟以上焼失するケースが現実に存在することが実証された．なお，東北地方太平洋沖地震は

記録では 2, 000棟に満たないが，例えば津波によって倒壊して形状を保っていない建物が多

数集積して燃焼した場合に，焼損棟数を数えることが不可能であったと考えられる火災があ

るなど，津波浸水範囲内で発生した火災については，実際に燃焼した建物数を十分表してい

ない．

以上の状況を概観すると，現在の市街地状況と消防対策の条件では，強風大火の発生は確

率が低いものの今後も発生する危険性は残っていると考えられるが，地震大火については，

かなりの発生危険性があるといわねばならない．代表的な広域火災の事例について，次項で

考察する． （塚越　功・岩見　達也）

図 8・1　広域市街地火災（地震時を除く）の発生状況

戦前は 1000戸以上，戦後は 1万坪以上の焼損火災で，戦前のデータは文献 1），戦後

のデータは消防白書
2）
の大火記録のうち焼損棟数が 10棟以上の火災．

図 8・2　地震火災の焼失棟数
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能の状況では適切な対処は期待できなかった．道路が津波により寸断されており，青苗以外

の地区からの応援も間に合わず，結局，11時間におよぶ延焼で，津波により破壊を免れた

低地部の建物の大部分にあたる 189棟を消失してしまった．1時間に 50mくらいの延焼速度

であるから決して速い速度とはいえないが，火災時の風向はおおむね東から西，すなわち，

海から陸に向かっており，風横方向への延焼拡大速度としてはむしろ速いといえる．この原

因として，冬季の暖房用燃料として各戸が大量の灯油を備蓄しており，これが延焼を促進す

る要因となったことが指摘されている．消失地区の西側は約 10～ 20 mの高台となってお

り，この上にも多くの火の粉が散布された形跡が残されており，一部には，地震でモルタル

が剥離した外壁に飛び火着火している家屋もあったから基本的な風向は東から西であったこ

とは確かである．同時に低地部の地上風が高台の崖にあたって南向きに変わった可能性があ

り，これによって延焼が促進されたと考えることもできるが，局地的風向を確かめるための

着実な資料は残されていない． （塚越　功）

（ 3 ）兵庫県南部地震

1995（平成 7）年 1月 17日の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）では神戸市を中心と

して 293件の火災が発生し，全焼 7, 036棟，半焼以下 538棟，計 7, 574棟の被害があった8）．

このうち大部分の火災被害は神戸市に集中し，焼損区域が 33, 000 m2 を超える大規模火災は，

長田区に関わるものが 5件，兵庫区で 1件発生している2）．風速が概ね 4 m/s以下であった

ため延焼拡大は極めて遅く，20～ 40 m/hであった．

地震直後のみでなく地震後数日を経た後にも火災の発生があった点が特徴的であった．地

震直後の火災については，混乱した状況の中で火災が発生・拡大したなどの理由により出火

原因の特定が困難なものが多い一方，地震後時間が経過して発生した火災については出火原

因自体は明確となっていても，はたしてそれが地震による火災といい得るのかどうかが曖

昧な火災が含まれることとなり，「地震による火災」であるか否かの境界線が明解になって

いるとはいえない．自治省消防庁消防研究所（現　総務省消防庁消防大学校消防研究セン

ター）が兵庫県及び大阪府の 23消防本部から入手した資料をもとに，1月 17日より 26日

までの 10日間に発生した全火災 340件を，発生日別，消防本部別（神戸市の場合のみは署

別）に整理したものが表 8・1である．先に述べたように，ある火災が地震に起因するか否か

の最終的な判断は困難であるとして，この表では，各本部が把握している地震後 10日間に

発生したすべての火災を対象として計上している．震災時の火災においては，複数の出火源

から発生した火災が延焼し合流した場合の情報がすべて得られるとは限らないことから，「1
件の火災」の範囲についても通常の状況の下での火災と異なってくる．このため，表 8・1で

は，原則として消防本部が特定したものをもって「1件の火災」としている．表中の件数の

括弧内の数字は，それぞれ，「車両火災」，「その他の火災」の件数を示している．

図 8・5は，建設省建築研究所（現　国立研究開発法人建築研究所）が現地調査を実施した

150カ所について焼失規模別に分布を示したものである．また，表 8・2は調査結果に基づき，

住宅地図を用いて焼失面積等を求めたものを集計した結果である（須磨・長田両区にまたが

る 2つの火災区域については，同表の須磨区，長田区の区域数に加えて 2カ所ずつ区域数を

増やしている）．火災は震度 7が記録された地域に，ほぼ均等に分布していることがわかる

一方で，大規模な延焼火災が発生したのが須磨区，長田区，兵庫区に集中していること，中

央区では火災は多く発生しているものの小規模な火災にとどまっていることがわかる．

表 8・3は消防研究所の調査した 21地区の延焼火災についての焼け止まり要因別の延長比

率を示している10）．図 8・6は，「水笠西公園周辺地区」の火災に関して，建築研究所11）と消

防研究所10）とのそれぞれの結果を比較したものである．消防活動や道路幅とその両側の建物

構造の組み合わせの扱いなどに焼け止まり要因の分類に違いがあり，調査結果にも調査機関

による相違が表れているが，大筋では一致が得られている．

出火原因は原因不明のものが多く，確定的なことはいえないが，電気・ガスに関連する出

火が多く（110件），従来から危険性を指摘されていた灯油ストーブや化学薬品が原因とな

る火災は各々 9件ずつが記録されているにすぎない（東京消防庁調べ）．

延焼速度が低いにもかかわらず焼損領域が大きくなった原因は，多数の倒壊家屋が発生

し，そのための混乱と消防水利の不足により，本格的な消火活動が遅れたことが指摘されて

いる．燃焼中の映像の大部分は，炎や煙がほとんど垂直に立ち上がっていることから，大部

分の熱エネルギーは上空に吸収されており，延焼の要因は火源からの放射熱が主要なものと

考えられるが，飛び火による延焼という証言も多数ある．風速が弱くても，上空に巻き上げ

られた火の粉が周辺の倒壊した木造家屋に落下して延焼拡大するというメカニズムも，今後

検討していく必要がある．

7, 000棟を超える焼失棟数は 1952（昭和 27）年の鳥取市の火災と並んで戦後最大級の火

災被害であり，まさに，大災害であることは間違いないのであるが，従来の強風大火の状況

とは大きく異なり，想定しうる最悪の火災でなかったことも事実である．東京など他の都市

における地震時の被害が憂慮されているが，この地震火災が阪神・淡路大震災と同様な火災

状況になるという保証はない．大都市の木造密集地，地震による同時出火，強風下の飛び火

を重ねて考えるとき，関東大震災と同様な広域火災が繰り返される危険性も否定できない．

 （塚越　功・松原　美之・岩見　達也）

（ 4）東北地方太平洋沖地震

2011（平成 23）年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）は，M 9 .0
というわが国の観測史上最大級のものであった．この結果，宮城県栗原市で震度 7を観測す

るなど，東北地方を中心に広範囲にわたって大きな揺れがもたらされ，また各地に到来した

大津波によって甚大な被害が記録されることとなった．一方で，この地震によって東北・関

東地方の至る所で深刻な市街地火災が多数発生している．総務省消防庁の報告ではこの地震

に関連する 330件の火災が発生したとされている12）．兵庫県南部地震の項でも触れたが，こ

の地震でも地震後に発生した火災について，「地震による火災」であるか否かの判断は困難

な場合が多く，また消防本部によってその判断が異なることも考えられた．日本火災学会東

日本大震災調査委員会は，統一した基準のもとで地震に関連する火災を抽出し火災の概要

を網羅的に調べる調査を行った13）．この調査は東日本 1都 1道 16県の全消防本部に対して，

2011（平成 23）年 3月 11日から同年 4月 11日までに発生した 1カ月間の全火災 3, 162件を

尋ね，地震・津波の関連が疑われるものを抜き出したものであり，結果として 398件の地震

に関連する火災が確認されている．従来の地震火災の定義に当てはまらない多種多様な火

災が発生しているため，地震火災を，津波を原因として発生した火災（津波火災），揺れに

伴って発生したと考えられる火災，間接的な原因で発生した火災の 3パターンに整理してお

り，それぞれ 159件，175件，64件となっている．

表 8・4および図 8・7は，地震火災の発生件数と空間分布を示したものである．また図 8・8

とが火災の拡大を招いた最大の

要因と考えられる．珍しい事例

という感があるが，調べてみる

と，インドネシアのフローレス

島やニカラグアの地震津波でも

火災が起きており，火の始末を

する余裕がない状態で避難をす

るという状況を考えれば，津波

と火災はかなりの因果関係があ

るといえよう．
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図 8・4

1923（大正 12）年 9月 1日の関東大地震は約 10 .5万人（東京市では 6 .8万人）3）の死者を

出した大災害であったが，被服廠跡の避難地において火災旋風で 3 .8万人（4 .4万という報

告もある）が犠牲になったことをはじめとして，地震大火により多くの焼死者を出した．こ

の地震による被災地域全体の火災件数は 628件と報告1）されており，焼失棟数 44万 7千棟は，

倒壊戸数 12万 8千戸を大きく上回っている．東京区部では，136件の火災が発生，3日にわ

たる延焼で約 38 km2 を焼失し，市内全戸数の 70％ にあたる 31万 6千棟が焼失した4）と伝え

られている．

発生しても，風が弱ければ，火災による被害は限られたものとなるが，関東大震災の場合に

は，たまたま，台風に近い低気圧が通過中で，最大瞬間風速 21 .8 m/sを記録するほどの強

風下の火災であったことが被害を大きくした原因と考えられる．一般に，任意の時点におけ

る風速の期待値はそれほど大きくはないから，兵庫県南部地震による神戸の火災のように，

焼失範囲が限定されたケースとなることが多く，関東大地震のように焼失地域が都市全体に

及ぶケースは悪条件が重なって起きる例外的な災害といえる．大都市における強風下の地震

火災の発生確率はきわめて低いので，どの程度これに対処するかは自治体の基本政策が関係

するが，過去に体験した最も厳しい条件の災害に備えることを災害対策の基本とするのであ

れば，関東大地震火災時と同程度の風速を想定しておく必要がある．

5）

（ 2）北海道南西沖地震

図 8・4は 1993（平成 5）年 7月の北海道南西沖地震における広域火災の延焼動態図7）であ

る．この火災は津波により引き起こされた火災と言っても過言ではない．出火原因と正確な

出火場所については不明扱いとなっており，地震の振動により出火した可能性が高いが，10
年前にも津波の被害を受けている住民がその時の状況を教訓として，地震とほとんど同時に

高台に避難したため，火災が発生した時点ではこれに対処するべき家人が誰もいなかったこ

7）

表 8・1　日別，消防本部別火災発生件数9）

図 8・5　焼失規模別火災の地域分布9）

表 8・2　市区別焼失区域面積・焼損棟数等9）

大規模

区域数

33, 000 m2

以上

集　団

区域数

1, 000～

33, 000 m2

集　団

区域数

1, 000 m2

未満

単　体

火災の

区域数

火災の

区域数

の合計

焼損

区域

面積

（m2
）

焼損

棟数

（棟）

被災した

耐火的な

建築物数

（棟）

罹　災

世帯数

（世帯）

明石市 0 0 0 1 1 187 1 1 1

神戸市

　計

7 35 21 39 102 611, 211 6, 814 446 7, 548

須磨区 0 4 3 3 10 31, 695 351 15 596

須磨区・
長田区※

2 0 0 0 2 140, 648 1, 583 132 1, 746

長田区 4 7 1 2 14 251, 938 2, 926 190 3, 100

兵庫区 1 7 5 0 13 87, 619 972 29 1, 004

中央区 0 3 4 18 25 13, 473 88 25 112

灘区 0 7 5 5 17 48, 370 561 39 617

東灘区 0 7 3 11 21 37, 468 333 16 373

芦屋市 0 0 3 10 13 2, 925 22 7 51

西宮市 0 1 8 21 30 8, 259 66 11 101

尼崎市 0 1 1 2 4 2, 090 10 0 84

合　　計 7 37 33 73 150 624, 672 6, 913 465 7, 785

※：1つの火災区域が須磨区と長田区にまたがる．

図 8・6　延焼阻止要因（水笠西公園周辺，2機関の調査結果の比較）9）

表 8・3　焼け止まり線における焼け止まり要因別にみた延長距離とその内訳比率10）

表 8・4　地震火災の発生都道県

地震火災 津波 揺れ 間接

茨城県 39 9 24 6
岩手県 45 29 8 8
宮城県 145 96 34 15
群馬県 7 0 4 3
埼玉県 19 0 13 6
山形県 2 0 0 2
山梨県 1 0 0 1
秋田県 3 0 2 1
新潟県 2 0 2 0

神奈川県 11 0 9 2
青森県 13 5 1 7
静岡県 3 0 0 3
千葉県 28 5 19 4
長野県 0 0 0 0
東京都 35 0 31 4
栃木県 7 0 5 2
福島県 34 12 22 0
北海道 4 3 1 0

合計 398 159 175 64

因，延焼の状況などを詳しく報

告しており，その後の各種の研

究成果の基礎とされている．

図 8・3は，この地震火災によ

る東京の延焼動態であるが，中

村清二が報告している動態図5）

をとりまとめたものである．こ

れを見ると，地震発生から 3時

間後には，まだ，延焼領域は分

散しており，避難経路もかなり

残っているといえるが，6時間

後には広域火災の様相を呈して

おり，12時間後にはほとんど

勝負がついている状況である．

中村は，関東大震災と 1855
（安政 2）年の安政江戸地震に

よる火災の比較も行っており，

安 政 の 地 震 で は 66点 の 火 元

火災が拡大して 61万坪（約 2 
km2）を焼失しているのに対し，

関東大震災では，84点の火元

により 1, 150万坪（約 38 km2）
を焼失していることを指摘して

いる6）．この指摘は関東大地震

火災の特徴をよく表現してお

り，地震による同時多発火災が

8・1・2　地震広域火災事例

（塚越　功・岩見　達也）


